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○ 経 済 産 業 省 告 示 第    号  

 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 七 条 第 一 項 第 二 号 の 基 準 を 定 め る 省 令 （ 平 成 二 年 法 務 省 令 第 十 六 号 ）

の 表 の 法 別 表 第 一 の 二 の 表 の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第 一 号 に 掲 げ る 活 動 の 項 の 下 欄 第 六 号 及 び 法 別 表 第

一 の 二 の 表 の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第 二 号 に 掲 げ る 活 動 の 項 の 下 欄 第 七 号 並 び に 特 定 技 能 雇 用 契 約 及 び

一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定 め る 省 令 （ 平 成 三 十 一 年 法 務 省 令 第 五 号 ） 第 一 条 第 一 項 第

七 号 及 び 第 二 条 第 一 項 第 十 三 号 の 規 定 に 基 づ き 、 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 七 条 第 一 項 第 二 号 の 基

準 を 定 め る 省 令 及 び 特 定 技 能 雇 用 契 約 及 び 一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定 め る 省 令 の 規 定

に 基 づ き 工 業 製 品 製 造 業 分 野 に 特 有 の 事 情 に 鑑 み て 定 め る 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 告 示 を 次 の よ う に 定

め る 。  

  令 和   年   月    日  

出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 七 条 第 一 項 第 二 号 の 基 準 を 定 め る 省 令 及 び 特 定 技 能 雇 用 契 約 及 び

一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定 め る 省 令 の 規 定 に 基 づ き 工 業 製 品 製 造 業 分 野 に 特 有

の 事 情 に 鑑 み て 定 め る 基 準 の 一 部 を 改 正 す る 告 示  
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経 済 産 業 大 臣  名  

 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 七 条 第 一 項 第 二 号 の 基 準 を 定 め る 省 令 及 び 特 定 技 能 雇 用 契 約 及 び 一 号

特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定 め る 省 令 の 規 定 に 基 づ き 工 業 製 品 製 造 業 分 野 に 特 有 の 事 情 に 鑑

み て 定 め る 基 準 （ 令 和 四 年 経 済 産 業 省 告 示 第 百 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の 表 の よ う に 改 正 す る 。  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  
改   正   後  改   正   前  

  

（ 特 定 技 能 雇 用 契 約 の 相 手 方 と な る 本 邦 の

公 私 の 機 関 の 基 準 ）  

第 三 条  製 造 業 分 野 に 係 る 特 定 技 能 雇 用 契 約 及

び 一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定

め る 省 令 第 二 条 第 一 項 第 十 三 号 の 告 示 で 定 め

る 基 準 は 、 特 定 技 能 雇 用 契 約 の 相 手 方 と な る

本 邦 の 公 私 の 機 関 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る

（ 特 定 技 能 雇 用 契 約 の 相 手 方 と な る 本 邦 の

公 私 の 機 関 の 基 準 ）  

第 三 条  製 造 業 分 野 に 係 る 特 定 技 能 雇 用 契 約 及

び 一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定

め る 省 令 第 二 条 第 一 項 第 十 三 号 の 告 示 で 定 め

る 基 準 は 、 特 定 技 能 雇 用 契 約 の 相 手 方 と な る

本 邦 の 公 私 の 機 関 が 次 の い ず れ に も 該 当 す る
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こ と と す る 。  

一  生 産 性 向 上 及 び 国 内 に お け る 人 材 確 保 の

た め の 取 組 を 行 っ て い る こ と 。  

二  第 四 条 の 登 録 を 受 け た 法 人 の 構 成 員 と な

り 、 同 条 第 一 号 イ に 規 定 す る 行 動 規 範 を 遵

守 す る こ と 。  

 

三  特 定 技 能 雇 用 契 約 に 基 づ い て 外 国 人 が 法

別 表 第 一 の 二 の 表 の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第

一 号 に 掲 げ る 活 動 を 行 う 事 業 所 が 日 本 標 準

産 業 分 類 に 掲 げ る 産 業 の う ち 前 条 第 一 項 第

一 号 、 第 十 一 号 又 は 第 四 十 九 号 に 掲 げ る も

の を 行 っ て い る 場 合 に あ っ て は 、 製 造 業 特

こ と と す る 。  

（ 新 設 ）  

 

一  経 済 産 業 省 の 組 織 す る 製 造 業 特 定 技 能 外

国 人 材 受 入 れ 協 議 ・ 連 絡 会 （ 次 号 に お い て

「 協 議 会 」 と い う 。 ） の 構 成 員 で あ る こ

と 。  

二  特 定 技 能 雇 用 契 約 に 基 づ い て 外 国 人 が 法

別 表 第 一 の 二 の 表 の 特 定 技 能 の 項 の 下 欄 第

一 号 に 掲 げ る 活 動 を 行 う 事 業 所 が 日 本 標 準

産 業 分 類 に 掲 げ る 産 業 の う ち 前 条 第 一 項 第

一 号 、 第 十 一 号 又 は 第 四 十 九 号 に 掲 げ る も

の を 行 っ て い る 場 合 に あ っ て は 、 協 議 会 に
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定 技 能 外 国 人 材 受 入 れ 協 議 ・ 連 絡 会 （ 以 下

「 協 議 会 」 と い う 。 ） に お い て 協 議 が 調 っ

た 事 項 に 関 す る 措 置 を 講 ず る こ と 。  

四  経 済 産 業 省 が 行 う 一 般 的 な 指 導 、 報 告 の

徴 収 、 資 料 の 要 求 、 意 見 の 聴 取 、 現 地 調 査

そ の 他 業 務 に 対 し て 必 要 な 協 力 を 行 う こ

と 。  

五  特 定 技 能 外 国 人 に 対 し 、 必 要 に 応 じ て 訓

練 又 は 研 修 を 実 施 す る こ と 。  

六  特 定 技 能 雇 用 契 約 に 基 づ き 特 定 技 能 外 国

人 を 製 造 業 分 野 の 実 務 に 従 事 さ せ た と き

は 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 か ら の 求 め に 応

じ 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 に 対 し 、 当 該 契 約

お い て 協 議 が 調 っ た 事 項 に 関 す る 措 置 を 講

ず る こ と 。  

 

三  経 済 産 業 省 又 は 協 議 会 の 行 う 一 般 的 な 指

導 、 報 告 の 徴 収 、 資 料 の 要 求 、 意 見 の 聴

取 、 現 地 調 査 そ の 他 業 務 に 対 し て 必 要 な 協

力 を 行 う こ と 。  

四  特 定 技 能 外 国 人 に 対 し 、 必 要 に 応 じ て 訓

練 又 は 研 修 を 実 施 す る こ と 。  

五  特 定 技 能 雇 用 契 約 に 基 づ き 特 定 技 能 外 国

人 を 製 造 業 分 野 の 実 務 に 従 事 さ せ た と き

は 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 か ら の 求 め に 応

じ 、 当 該 特 定 技 能 外 国 人 に 対 し 、 当 該 契 約
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に 係 る 実 務 経 験 を 証 明 す る 書 面 を 交 付 す る

こ と 。  
（ 特 定 技 能 外 国 人 受 入 事 業 実 施 法 人 の 登 録 ）  

第 四 条  製 造 業 分 野 に お け る 特 定 技 能 外 国 人 の

適 正 か つ 円 滑 な 受 入 れ を 実 現 す る た め の 取 組

を 実 施 す る 営 利 を 目 的 と し な い 法 人 で あ っ

て 、 次 の 各 号 の い ず れ に も 適 合 す る も の は 、

経 済 産 業 大 臣 の 登 録 を 受 け る こ と が で き る 。  

一  次 に 掲 げ る 取 組 （ 以 下 「 特 定 技 能 外 国 人

受 入 事 業 」 と い う 。 ） を 行 う こ と 。  

イ  特 定 技 能 外 国 人 の 適 正 か つ 円 滑 な 受 入

れ の 実 現 に 向 け て 構 成 員 が 遵 守 す べ き 行

動 規 範 の 策 定 及 び 適 正 な 運 用  

に 係 る 実 務 経 験 を 証 明 す る 書 面 を 交 付 す る

こ と 。  

 

（ 新 設 ）  
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ロ  法 第 二 条 の 四 第 一 項 で 規 定 す る 分 野 別

運 用 方 針 で 定 め る 全 て の 試 験 区 分 に お け

る 製 造 分 野 特 定 技 能 評 価 試 験 の 実 施  

二  第 二 条 第 一 項 各 号 又 は 第 二 項 各 号 の い ず

れ か に 掲 げ る 産 業 を 行 う 事 業 所 を 有 す る 本

邦 の 公 私 の 機 関 の 組 織 す る 団 体 を 構 成 員 と

す る こ と 。  

三  協 議 会 の 構 成 員 と な り 、 協 議 会 に 対 し 必

要 な 協 力 を 行 う こ と 。  

（ 登 録 の 申 請 ）  

第 五 条  前 条 の 登 録 を 受 け よ う と す る 者 （ 以 下

「 登 録 申 請 者 」 と い う 。 ） は 、 次 に 掲 げ る 事

項 を 記 載 し た 申 請 書 を 経 済 産 業 大 臣 に 提 出 し

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ）  
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な け れ ば な ら な い 。  

一  名 称 、 住 所 及 び そ の 代 表 者 の 氏 名  
二  特 定 技 能 外 国 人 受 入 事 業 の 実 施 体 制 及 び

実 施 方 法 に 関 す る 事 項  

２  前 項 の 申 請 書 に は 、 登 録 申 請 者 が 次 条 各 号

の い ず れ に も 該 当 し な い こ と を 誓 約 す る 書 面

を 添 付 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 登 録 の 拒 否 ）  

第 六 条  経 済 産 業 大 臣 は 、 登 録 申 請 者 が 次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る と き 、 又 は 前 条 第 一

項 の 申 請 書 若 し く は そ の 添 付 書 類 の う ち に 重

要 な 事 項 に つ い て 虚 偽 の 記 載 が あ り 、 若 し く

は 重 要 な 事 実 の 記 載 が 欠 け て い る と き は 、 そ

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ）  
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の 登 録 を 拒 否 し な け れ ば な ら な い 。  

一  役 員 （ 業 務 を 執 行 す る 社 員 、 取 締 役 、 執

行 役 又 は こ れ ら に 準 ず る 者 を い い 、 相 談

役 、 顧 問 そ の 他 い か な る 名 称 を 有 す る 者 で

あ る か を 問 わ ず 、 法 人 に 対 し 業 務 を 執 行 す

る 社 員 、 取 締 役 、 執 行 役 又 は こ れ ら に 準 ず

る 者 と 同 等 以 上 の 支 配 力 を 有 す る も の と 認

め ら れ る 者 を 含 む 。 以 下 こ の 号 に お い て 同

じ 。 ） の う ち に 次 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か

に 該 当 す る 者 が あ る も の  

イ  第 十 条 の 規 定 に よ る 登 録 の 取 消 し の 処

分 を 受 け る 原 因 と な っ た 事 項 が 発 生 し た

当 時 現 に 当 該 取 消 処 分 を 受 け た 法 人 の 役
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員 で あ っ た 者 で 、 当 該 取 消 し の 日 か ら 起

算 し て 五 年 を 経 過 し な い も の  
ロ  第 四 条 の 登 録 の 申 請 の 日 前 五 年 以 内 又

は そ の 申 請 の 日 以 後 に 、 出 入 国 又 は 労 働

に 関 す る 法 令 に 関 し 不 正 又 は 著 し く 不 当

な 行 為 を し た 者  

二  特 定 技 能 外 国 人 受 入 事 業 を 的 確 に 遂 行 す

る た め の 必 要 な 体 制 が 整 備 さ れ て い な い 者  

三  第 十 条 の 規 定 に よ り 登 録 を 取 り 消 さ れ 、

当 該 取 消 し の 日 か ら 起 算 し て 五 年 を 経 過 し

な い 者  

（ 登 録 に 関 す る 通 知 ）  

第 七 条  経 済 産 業 大 臣 は 、 第 五 条 第 一 項 に 規 定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ）  
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す る 申 請 書 の 提 出 を 受 け た 場 合 に お い て 、 登

録 を し た と き は そ の 旨 を 、 登 録 を 拒 否 し た と

き は そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 遅 滞 な く 登 録 申 請

者 に 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 変 更 の 届 出 ）  

第 八 条  第 四 条 の 登 録 を 受 け た 者 （ 以 下 「 登 録

法 人 」 と い う 。 ） は 、 第 五 条 第 一 項 各 号 に 掲

げ る 事 項 に 変 更 が あ っ た と き は 、 そ の 変 更 の

生 じ た 年 月 日 を 記 載 し て 、 そ の 旨 を 遅 滞 な く

経 済 産 業 大 臣 に 届 け 出 な け れ ば な ら な い 。  

２  第 五 条 第 二 項 の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る

届 出 に つ い て 準 用 す る 。  

（ 報 告 の 徴 収 等 ）  

 

 

 

 

 

（ 新 設 ）  
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第 九 条  経 済 産 業 大 臣 は 、 登 録 法 人 の 特 定 技 能

外 国 人 受 入 事 業 の 適 正 な 実 施 を 確 保 す る た め

に 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 当 該 法 人 に 対

し 、 当 該 事 業 に 関 し 報 告 を 求 め 、 又 は 指 導 を

す る こ と が で き る 。  

（ 登 録 の 取 消 し ）  

第 十 条  経 済 産 業 大 臣 は 、 登 録 法 人 が 次 の 各 号

の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 登 録 を 取

り 消 す こ と が で き る 。  

一  第 六 条 第 一 号 又 は 第 二 号 に 該 当 す る に 至

っ た と き 。  

二  第 八 条 第 一 項 の 規 定 に 違 反 し た と き 。  

三  不 正 の 手 段 に よ り 第 四 条 の 登 録 を 受 け た

（ 新 設 ）  

 

 

 

 

 

（ 新 設 ）  
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と き 。  

四  前 条 の 規 定 に よ る 報 告 を せ ず 、 又 は 虚 偽

の 報 告 を し た と き 。  

２  経 済 産 業 大 臣 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 登 録 を

取 り 消 し た と き は 、 そ の 旨 及 び そ の 理 由 を 当

該 登 録 を 取 り 消 さ れ た 者 に 通 知 し な け れ ば な

ら な い 。  

（ 公 表 ）  

第 十 一 条  経 済 産 業 大 臣 は 、 第 四 条 の 登 録 を し

た と き 又 は 登 録 法 人 か ら 第 八 条 第 一 項 の 規 定

に よ る 変 更 の 届 出 （ 第 五 条 第 一 項 第 一 号 に 掲

げ る 事 項 の 変 更 に 係 る も の に 限 る 。 ） が あ っ

た と き は 、 登 録 法 人 に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 を

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 新 設 ）  
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公 表 す る も の と す る 。  

一  名 称 、 住 所 及 び そ の 代 表 者 の 氏 名  
二  登 録 を し た 年 月 日 又 は 登 録 法 人 が 変 更 を

し た 年 月 日  

２  経 済 産 業 大 臣 は 、 前 条 第 一 項 の 規 定 に よ り

登 録 を 取 り 消 し た と き は 、 当 該 登 録 を 取 り 消

さ れ た 者 に 係 る 次 に 掲 げ る 事 項 を 公 表 す る も

の と す る 。  

一  名 称 、 住 所 及 び そ の 代 表 者 の 氏 名  

二  登 録 を し た 年 月 日  

三  登 録 を 取 り 消 し た 年 月 日  

３  前 二 項 の 公 表 は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト の 利 用 そ

の 他 の 適 切 な 方 法 に よ っ て 行 う も の と す る 。  
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附  則  
（ 施 行 期 日 ）  

第 一 条  こ の 告 示 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 経 過 措 置 ）  

第 二 条  こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 出 入 国 管 理 及 び 難 民 認 定 法 第 七 条 第 一 項 第 二 号 の 基 準 を 定 め る 省 令

及 び 特 定 技 能 雇 用 契 約 及 び 一 号 特 定 技 能 外 国 人 支 援 計 画 の 基 準 等 を 定 め る 省 令 の 規 定 に 基 づ き 工

業 製 品 製 造 業 分 野 に 特 有 の 事 情 に 鑑 み て 定 め る 基 準 （ こ の 条 に お い て 「 新 告 示 」 と い う 。 ） 第 四

条 の 登 録 が 行 わ れ て い な い 場 合 に お い て は 、 そ の 登 録 が 行 わ れ る ま で の 間 、 新 告 示 第 三 条 の 規 定

は 適 用 し な い 。  

２  新 告 示 第 三 条 第 三 号 に 規 定 す る 製 造 業 特 定 技 能 外 国 人 材 受 入 れ 協 議 ・ 連 絡 会 の 構 成 員 で あ る 本 邦

の 公 私 の 機 関 に つ い て の 新 告 示 第 三 条 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 新 告 示 第 四 条 の 登 録 の 日 か ら 起

算 し て 六 月 を 経 過 し た 日 の 前 日 ま で の 間 は 、 な お 従 前 の 例 に よ る こ と が で き る 。  


